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地租改正と地主的土地所有の歴史的性格
——経済史と法制史・民法的観点から——（１）

平　井　廣　一　・　足　立　清　人

問題の所在

本稿は，日本経済史の教科書として広く使わ
れてきた，石井寛治『日本経済史』（初版 1976

年，第 2版 1991年）と三和良一『概説　日本
経済史　近現代』（初版 1993年，第 3版 2012年）
という 2冊を取り上げ，地租改正と地主的土地
所有に関する対立する見解，すなわち，地租改
正によって徴収される地租は半封建的貢租かあ
るいは近代的租税か，また地主的土地所有は，
半封建的土地所有か近代的土地賃借関係によっ
て成立した土地制度か，という対立する論点を
整理し，さらに，石井説の論拠となっている「近
代的土地所有権の未成立論」を法制史・民法的
観点から再検討しようとするものである。
あらかじめ両者の対立の要点を示しておく
と，石井が地租を半封建的貢租，地主的土地所
有を半封建的土地所有と規定する論拠として民
法の規定や国家権力の性格を問題にするのに対
して，三和は，地租改正の検査例における自
作地の剰余を強調し，さらに地主的土地所有に
おける高率小作料の要因を競争地代に求めてい
る。

つまり，石井は政治的・法制史的な観点から
自説を主張するのに対し，三和は経済的なアプ
ローチを採用するというように，両者の主張は
必ずしもかみ合っているとはいえない。そこで
本稿では，こうした議論のすれ違いを念頭に置
きながら，石井が地主制を「半封建的土地所有」
として規定する際に，その法律的根拠とする「近
代的土地所有権」の未成立説に再検討を加える
こととする。

Ⅰ　石井説と三和説

まず，石井寛治『日本経済史』（第 2版）は，
地租改正によって成立した地租の性格を半封建
貢租と規定し，以下のように説明する。

本書は，地租を基本的には半封建貢租（半とは絶対

王政期の意）とみる見解に立っている。何故ならば，

新地租は収益税という外見的装いにもかかわらず，基

本的には専制政府による一方的押し付けとしてなされ

たのであって，そこには近代的租税の基本的前提たる

私有財産権の確立と保障（国家と市民社会の分離）が

認められず，したがってまた，各農民の収益の実情と
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1) 『日本経済史』120 ～ 121 頁。この叙述は初版
と第 2 版では違いがないので，最新版である第
2 版の叙述を引用する。なお，このテキストに
関しては，中村真幸が，日本経済史のテキスト
としては，初版ですでに完成したものになって
おり，第 2 版では大学院生のテキストとして，
種々の論点を追加したものと評している（石
井『資本主義日本の歴史構造』東京大学出版
会，2015 年）の書評，『歴史と経済』第 232 号，
2016 年）。

2) 三和によるこのテキストは，もともとは 1984
年 8 月 21 日から 11 月 27 日まで 15 回にわたっ
てテレビ朝日で放送された「テレビ大学講座」
の「近代日本経済史」のテキストとして発行
された初版(1984 年　日本放送出版協会)に，
高度経済成長の終焉以降を加筆して改版を重
ねたものであり，ここで取り上げる地租改正の
部分については内容の変更がない。 3) 同書，39 頁

乖離したいちじるしい不公平を生んでいるからである。

租税負担者たる農民が議会における租税審議権を一

切持たない状態の下では，彼らに認められた土地所有

権もなお限定つきのものでしかなく，商品化される土

地の上には土地所有者の手のとどかないところから課

せられる高率地租が疫病神のごとく付着して離れな

かった。実情の如何にかかわらず押付反米を強制せん

として…中略…村総代を脅迫した県令の横暴さは，そ

のまま国家権力の専制的性格を示すものとして捉ええ

られなければならない 1)。

このように，石井は，地租改正によって成立
した地租の性格について，地租改正を実施した
明治政府の権力の性格を重視し，当時の政府
は，国家と市民社会が分離していない絶対主義
期の権力に他ならず，このような絶対主義期の
専制的な権力による土地改革は近代的租税では
なく，半封建的貢租である。また絶対王政の下
では，私有財産権の確立と保証は認められない。
このように，石井によれば，地租の性格は地租
改正を実施した権力の性格によって規定される
のである。
次に，三和良一『概説　日本経済史　近現代』

（第 3版　東京大学出版会　2012年）2)は，地
租改正の歴史的性格について以下のように記述
している。

地租改正は，歴史的にはどのような意義をもつと評

価できるであろう〔か〕。第 1は，旧貢租体系を廃止して，

土地の収益権に対する前近代的規制を除去し，近代的

土地所有権を確立したことである。新地租〔地租改正

後の地租〕は，（1）土地所有者に課税後の収益が残る

ことを前提した税率であり，（2）税額は一定期間固定

されているという 2点で，旧貢租と基本的に異なって

いる。したがって，新地租は，土地の収益権を安定さ

せた点で近代的租税と見ることができるのであり，制

度としては，近代的土地所有にもとづく農業経営の自

立的展開を保証するものであった 3)。

すなわち，三和は，地租改正によって土地所
有者の収益権が保証されて農業経営は自立的展
開が可能になり，そのことが，地租が近代的租
税たる所以であるとする。収益権の保障という
経済的な観点を重視するのが三和説であるとい
えよう。
また，上記の（1）で三和が重視する土地所

有者（この場合は自作農）の収益権の安定とは，
地租改正の検査例第 1則において，収穫高 4.8

円から種籾と肥料代（収穫高の 15％）及び国
税と地方税（地価の 3％＋ 1％＝ 4％）を差し
引いた税引後収益 2.448円を地価 40.8円で割る
と 6％となることを示している。
三和の主張するこの剰余の残存については，
石井は外見上のものと一蹴し，反対に三和は，
地租改正時の国家権力の性格については言及を
避けている。おそらく，三和は，維新政権は絶
対王政ではなく，ブルジョア国家と規定してい
るのであろう。
次に，松方デフレを契機に全国的に拡大する
地主的土地所有の性格を両者はどのようにとら
えているか。まず三和は次のように言う。

地主制の歴史的特質をめぐっては，それを「半封建

的土地所有」とする見解と近代的土地所有に基く土地

貸借関係とする見解がある。前者の見解は，小作料が，

現物納で高率である事実を，身分的支配関係の残存（絶

経　済　学　研　究 68－1（104 ）104
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4) 『概説　日本経済史　近現代』81 ～ 82 頁。
5) 代表的な日本農業史のテキストも，地主的土

地所有は資本主義が未発達で零細な小農民や
農村雑業層が多く滞留しているために，土地の
借受競争が激しい場合に成立し，そのため高率
小作料が発生すると説明している（暉峻衆三編
『日本農業史』（有斐閣選書，1981 年），同編『日
本の農業 150 年』(有斐閣ブックス，2003 年)。
ただ，両書とも競争地代による高率小作料を指
摘しているが，地主的土地所有が近代的土地所
有であるとは明言していない。

6) 『日本経済史』，123 頁。

対王政にバックアップされた地主の社会的・政治的規

制力＝経済外的強制の存在）から説明しようとする。

あるいは，小作権(土地用益権，耕作権)に対して所

有権が優位にある状態（1896年公布・98年施行の明治

民法では，小作権が物権ではなく債権とされ，第三者

対抗力を持つための登記や譲渡・転貸が自由ではない

状態）が，近代的土地所有の未成熟，「半封建的土地所有」

の存在を示していると見る。

これに対して後者の見解は，地租改正を経て近代的

土地所有は確立したとの評価のうえに，高率小作料を，

耕地の賃借需要の強さから説明しようとする。つまり，

後進国日本の工業における資本制生産の発達が，（1）

労働節約的な技術を導入し，（2）軽工業を中心に行わ

れたために，成人男子労働力の需要が相対的に小さく，

農業人口を急激に吸収せず，農民層分解で生じた土地

喪失農民が，農村に滞留し，小作地需要が強くなった

と見るのである。

本書は，後者の見解を支持している。領主的土地所

有が解体し，土地緊縛と年貢圧力が消失した後の明治

期以降の地主制は，工業化の後進国的特質という経済

的事情を主たる原因として発達した，近代的土地賃借

関係と見るべきであると思われる 4)。

すなわち，三和は地主的土地所有の性格につ
いて，「半封建的土地所有」説と「近代的土地
所有」説の対立を挙げ，地主的土地所有を支え
た高率高額小作料成立の根拠を，権力の性格，
すなわち絶対王政下の法体系からではなく，競
争地代に求めている 5)。

さらに，ここで三和がいうところの，「半封
建的土地所有」の法律的根拠とされている明治
民法の性格，すなわち，小作権に対する所有権
の優位とは，石井の教科書の次のような説明で
ある。

寄生地主的土地所有は，土地用益権（＝耕作権）に

対する従属という近代的土地所有の特徴的な原則（近

代的所有体系における土地所有権の特殊な地位に注意）

を満たしていない限りにおいて，なお近代的土地所有

たるに十分な条件を備えていない。

日本の寄生地主的土地所有は，西ヨーロッパでは絶

対王政成立期に法認された土地の商品化を前提としな

がらも，イギリスを例にとればまさにブルジョア革命

期の前後に確定される土地用益権の所有権への優位（た

とえば賃借権の第三者対抗力・転貸権・譲渡権の確保

と長期契約化）は，ボアソナード民法の廃棄が象徴す

るように，これを否定し続けており，〔寄生地主的土地

所有の〕歴史的本質は西ヨーロッパ諸国の絶対王政が

その階級的基礎とした寄生地主的土地所有と同じく半

封建的土地所有である。〔所有権の〕用益権に対する優

位は，寄生地主それ自体の力による面もあるとはいえ，

最終的には，…土地所有権の国家権力に対する従属の

いわば反対給付として国家権力から地主に与えられる

権力的バックアップ（裁判権など集中された領有権の

発動）に依存している。言い換えれば，寄生地主的土

地所有は，権力への従属によってはじめて耕作者を従

属せしめるという領有権と所有権の対極的分裂（国家

と市民社会の半分離）の時期に固有な土地所有のあり

方（半封建的土地所有）にほかならない 6)。

このように，石井は，イギリスのブルジョア
革命前後に確定した「用益権の所有権に対する
優位」を，日本ではボアソナード民法がいった
んは受容したにもかかわらず，同民法は結局施
行が無期延期となり，代わって施行された明治
民法が寄生地主的土地所有＝半封建的土地所有
を法的に援護したと見るのである。
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7) 同上書，238 頁。
8) ここで取り上げた三和と石井によるテキスト

以降に刊行された日本経済史のテキストで，地
租改正と地主的土地所有の性格について言及
しているのは，管見の限りでは中西聡『日本経
済の歴史　列島経済史入門』（名古屋大学出版
会　2014 年）のみである。同書第 3 章（内藤
隆夫執筆）では，地租改正の性格について，奥
田晴樹『日本の近代的土地所有』を論拠として

次のように述べる。「地租改正で，土地に単一
の所有者が確定して，土地所有権が物権として
確定した。また土地所有者が自由な土地所有権
を獲得したことは〔近世社会からの〕大きな転
換であった。それは同時に，耕作者も土地への
束縛から自由になったことを意味し，地租改正
により契約に基づく近代的地主－小作関係が
確立した。このように，内藤は土地所有者の確
定と封建的土地緊縛からの解放をもって近代
的土地所有と近代的地主小作関係が成立した
とみる。しかし，地租改正に於ける自作農の剰
余の形成や明治民法の規定をどう評価するの
かについては説明がない。

  　なお，奥田のいう「近代的土地所有」とは，
帝国憲法によって保障された，私有財産制度と
しての土地所有権である。ただしこの私的所有
権は，兵事徴発，警察，勧業行政等の遂行のた
めに制限をうけるとされている。あえてこうし
た制限が設けられた背景には，憲法の起草過程
で，井上毅が，国土王有論を排除しつつも，土
地私有権が天皇の全国的統治大権に絶対的に
従属するという法理を組み立てて国土王有論
との調整を図ったとされる（奥田晴樹『近代的
土地所有』　第 5 章　近代的土地所有の確定）。

9) 石井，同書，123 頁。

ボアソナード民法で認められていた「用益権
の所有権に対する優位」が明治民法で否定され
たという点については，石井はさらに以下のよ
うに説明を続ける。

高率現物小作料の取り立ては，国家権力のバックアッ

プによって可能とされていた。1890年公布，93年施行

予定のボアソナード民法が，小作人の土地賃借権を物

権として第三者への対抗力や譲渡権・転貸権を認めた

うえで小作料の減免請求権を明示したのに対し，地主

議会たる帝国議会は猛反撃に出て《民法典論争》を通

じてこれを廃棄せしめた。1896年公布・98年施行のい

わゆる明治民法では，普通小作は債権とされるにとど

まり，減免は地主の恩恵であって小作人の権利ではな

いとされ〔た〕。…中略…かかる内容をもつ明治民法は，

現実の地主小作関係を法的に追認したものであり，以

後地主の地位を守る強力な武器となっていった 7)。

結局，地主的土地所有の歴史的性格に関して
は，近代的賃借関係に基づく土地所有化かある
いは「半封建的」（「近代的土地所有権」が未成
熟な）土地制度かという点で，代表的な日本経
済史のテキストにおいてもいまなお対立的な見
解が示されている。またその論拠については，
近代性を主張する三和が，地租の性格を自作農
経営における収益の確保と競争地代による高額
小作料の収取を挙げて経済的な説明を行なうの
に対して，石井は，明治政府＝絶対王政下での
民法の性格に言及しつつ，その半封建的性格を
強調するというように，両者の議論はかみ合っ
ていない 8)。

そこで本稿では，地主的土地所有の性格を説
明する際に，石井が援用する「近代的土地所有
権」における「用益権の所有権に対する優位」
論に，法制史・民法的観点から再検討を行なっ
てみたい。

Ⅱ　「近代的土地所有権」とはどのような学説か

石井が，「用益権の所有権に対する優位」が
確立した時に近代的土地所有権が確立するとい
う説を展開する際にテキストの注記であげてい
るのは，水本浩『土地問題と所有権』（有斐閣，
1973年）と吉岡昭彦『イギリス地主制の研究』
（未来社，1967年）である 9)。このうち，近代
的土地所有権について積極的に自説を展開して
いるのは前者であり，まず同書の検討から始め
る。
水本は同書の第 1部　現代社会と所有権にお
いて，「近代的土地所有権」の定義とその歴史
的形成過程を次のように説明する。
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11) 同書，39 頁。
12) 同書，52 ～ 53 頁。10) 同書，31 ～ 35 頁。

「近代的土地所有権」とは，「土地所有権近代
化論」ともいい，歴史的にはイギリスで発展し
てきた権利である。すなわち，16世紀のイギ
リスでは，トーニー『16世紀の農業問題』に
よれば，copyhold（農民保有地占有権。copy

とは謄本のことでありこれを持っていることは
事実上の所有権をもっていることになる）と
leasehold（土地賃借権）との闘争の末，後者が
前者を圧倒した。その場合，土地賃借権の内容
の変化をみると，1499年の判決で第三者に対
する対抗力が認められて賃借権は大幅に強化さ
れることになった。ちなみに，イギリスの法制
度は，判例（判決）が法律として機能する判例
法である。
この判決は画期的である。なぜならば，賃借

権の所有権に対する強弱を示すメルクマール
は，第 1に第三者に対する対抗力，第 2に存続
期間，第 3に賃借権の譲渡または賃借物の転貸
である。したがって，賃借権が第三者対抗力を
もつということは，具体的な土地の賃借を想定
した場合，10年間の借地契約の途中の 4年目
に地主がその土地を他人つまり第三者に売却し
た場合，借地人はその第三者に対しても，残り
6年間は借地権を認めてもらえることになる，
というわけである 10)。
しかし，この賃貸借における第三者対抗力が

法律的に明記されていない場合は，例えば借地
農（小作農）は自分の賃借地（小作地）が誰か
第三者に転売されてしまえば小作権は自動的に
は存続できず，新地主と新たな小作契約を結ぶ
ことを余儀なくされ，場合によっては契約を拒
否されて小作地を追い出されてしまう可能性が
ある。
したがって，水本によれば，土地賃借権に第

三者対抗力が付随しているかどうかが重要であ
り，この点で借地権が所有権と同等の権利とし
て取り扱われるイギリスでは，文字通りの「近
代的土地所有権」が確立していることになる。

より一般的には，土地所有が土地利用を圧迫す
ることは近代的ではないのであり，土地所有権
の優越性（狭義の絶対性）が後退していくあり
方がまさに近代的なありかたである 11)，という
わけである。
これに対して，日本の民法は借地権をイギリ
スのように規定しているのか。水本の評価は以
下のようである。

明治民法では，土地所有権の優越性が完全に貫かれ

ております。すなわち，賃借権には，事実上，第三者

に対する対抗力も認められておりません。存続期間も

短いうえに更新請求権も認められておりません。賃貸

人の承諾がなければ譲渡・転貸もできません。そのう

え賃貸借が終了した時の建物買取請求権も認められて

おりません。こうして，賃借権は，土地所有者の意の

ままになる極めて劣弱な効力の利用権として構成され

ているのです。

土地所有権の優越性は，むしろ前近代性の象徴であ

ります。明治民法が土地所有権の優越性を徹底して認

めているということは，明治民法がいわゆる寄生地主

制の確立の法的支えとなったことを意味しているもの

です 12)。

明らかに，石井は，水本のいう「土地所有権
の〔賃借権に対する〕優越性は，前近代性の象
徴である」という「前近代性」を「半封建的」
と再規定したのである。したがって，石井によ
れば，イギリスのブルジョア革命期の前後に確
定した「賃借権の所有権に対する優越」が存在
しない以上，明治民法を成立させた政府は絶対
主義政府となる。そしてこの絶対主義という権
力の性格を，「国家と市民社会の未分離」とい
う国家論的論理で補強しているのである。
このように，イギリスの借地権保護規定を日
本の民法に当てはめ，それがないことを理由に
明治民法は「前近代的」と規定し，さらにボア
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13) 同論文（『社会科学研究）』第 12 巻第 1 号，
1974 年），53 頁。

14) 渡辺洋三『土地・建物の法律制度（上）』（東
京大学出版会，1960 年）14 頁。

15) 同上書，84 頁。

ソナード民法を否定して施行された明治民法を
成立させた政府は，「国家と市民社会が未分離」
の時代の権力だったかどうかはさらに考察が必
要であるが，こうした「近代的土地所有権」論
は，水本以外の民法研究者にもみられる。例え
ば，土地法，借地借家法の大家である渡辺洋三
は，「近代的土地所有権の法的構造」と題する
論稿で次のように書いている。

土地所有は，資本所有の法則に服してのみ，その枠

内でのみ，その存在を認められる。そうでなく，土地

所有が，資本所有に従属せず，独立した一個の財産と

して価値をもつ社会は，資本制生産の遅れた社会であ

る。同様に，土地所有権が，資本所有権に従属せず，

独自の財産権として法的保障を受けている度合いが高

ければ高いほど，それは，資本主義法の発展の未成熟

を示すものであるといってよい。　

近代的私的所有権制度の一環としての建物所有権に

対比されるべきものは，土地においては，土地所有権

なのではなく，むしろ土地用益権である。資本と労働

を投下して土地を利用する人にとってこそ，土地は有

用性を発揮するのであり，かかる資本投下者の用益権

こそ，近代的私的所有権制度の一環を構成するのであ

る。ということは，土地所有権と用益権との対抗関係

において土地所有権が土地用益権に従属〔所有権が下

位にあること〕しなければならない，ということを意

味しよう。ここに，近代的土地所有権の特色がある 13)。

さらに渡辺は，別の著書でこのような土地の
所有権が用益権に従属している状態，言い換え
れば用益権が所有権に対して優位にある場合の
法律的条件を以下の 4点にわたって提示する 14)。
第 1に賃借期間。農地の場合，原則として 1

年ごとに投下資本が回収できるので長期の借地
契約期間は必要がないが，宅地や林地の場合は
一定の長期にわたる賃借期間が認められている
必要がある。

第 2に，第三者対抗力。これは，先述の水本
の指摘にもあったように，この権利が法律に盛
り込まれていないと，例えば小作地が地主に
よって転売された場合，小作人は新しい地主に
対して小作権を主張できなくなる。
第 3に賃借権の転売や譲渡の自由。小作人が
水田に資本を投下して稲作を行なう場合，収穫
物である米穀は当然小作人の所有物であるか
ら，用益権すなわち小作権も他人に転売，ある
いは譲渡しても小作人の自由である。
そして第 4に収去権と償還請求権。賃借人で

ある小作人が小作契約の満了あるいは地主の土
地返還要求などによって小作地を明け渡さなく
てはならなくなった場合，小作期間中に投下し
た資本未回収部分を回収できる権利がなければ
安定して小作を行なうことができない。した
がって，小作人が所有する米穀や果実等の付着
物に対しては小作人による収去権（収穫する権
利）や，場合によっては地主に対して収穫物の
買取請求権が認められる必要がある。さらに小
作人が小作地の価値を高めるような投資を行
なった場合（灌漑工事，施肥の増投等）は，そ
の費用である「有益費」償還請求権が保証され
ている必要がある。
さらに渡辺は，明治維新と地租改正，そして
寄生地主制度と明治民法の特質に鋭く迫る。す
なわち，地租改正によって，土地所有権は商品
所有権として確認されたが，当該期の土地所有
は自給的農業経営であり，商品経済が農村に浸
透しても，農民層分解は近代的性格を帯びずに
封建的分解となる。かくして土地の商品化は，
一方で地主による土地の集積と他方での標準的
小農経営を拡大させていくことになる。
地主制の確立期に制定された明治民法は，土
地所有権の自由と契約の自由を基本的な法制度
としつつも，土地用益権の債権的構成を採用す
ることによって土地用益権に対する所有権の絶
対的優位を保障し，もって地主制＝半封建的土
地所有制度の法的基礎を強固に確定したのであ
る 15)。
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16)福島正夫「地租改正と土地所有権－とくに比
較史的に―」（我妻栄先生追悼論文集『私法学
の新たな展開』（有斐閣　1975 年），244 ～ 247
頁。なお，地租改正に伴う官民有地区分の際に
発行された地券に関しては，確認説（以前から
存在していた所有権を確認したもの）と創設説
（新たに所有権の帰属を創設したもの）とが裁
判で争われた。判例は「創設説」を採用した
とする学説が有力であるが（稲本洋之助他『日
本の土地法　歴史と現状［第 3 版］』有斐閣，
1995 年，5 頁以下），そうではないとする学説
もある（牛尾洋也他編著『近代日本における社
会変動と法』晃洋書房，2006 年，81 頁以下）。

17） 同書，36 頁。同論文は，福島正夫『日本資本
主義の発達と私法』（東京大学出版会，1988 年）
の第 2 部　法体制準備期　第 3 章　地租改正と
不動産諸制度の展開　第 1 節　地租改正と土地
所有権の確立としてそのまま収録されている。

このように，渡辺も水本と同様，土地所有権
は土地用益権に優越しなければ近代的ではな
く，土地所有が資本所有に優越しているような
社会は資本制生産の遅れた社会であるとして，
土地所有権者である地主の権利が資本所有者あ
るいは用益権者である小作人の権利に優越して
いるような制度は近代的土地所有権ではないと
いうのである。
結局，用益権の所有権に対する優越が近代的

土地所有権の指標となるという考え方は両者に
共通しており，この説を以後「水本‐渡辺説」
と呼ぶことにする。
この「水本‐渡辺説」による「近代的土地

所有権」論は，地租改正研究の泰斗である福島
正夫の「地租改正の土地政策と土地所有権」と
題する論稿 16）にも見られる。福島は同論文で
次のように言う。

〔地租改正によって行なわれた土地政策は〕，それら

は地券に具体化されているという意味において，私は

この政策にもとづく土地所有権を地券的土地所有権と

よびたい。地券的土地所有権は，幕藩体制下の土地所

有とは大きく進歩し，近代的方向に向かったことは否

定できない。地券がついに廃止され，地券的所有権が

名実ともに終わったのは，1889（明治 22）年である。

その翌年ボアソナードの起草した旧民法が公布された。

地券的土地所有は，かようにして過渡的なものでは

あるが，明治民法の土地制度の基礎は，ここ〔ボアソナー

ド民法〕によって作られたものと考えられ，この意味

においてその重要性はきわめて高い。政府の土地政策

は，全体としていえばもちろん近代的ではないが，そ

れでも旧法〔幕藩体制下の土地所有制度〕に比べて個

人的かつ地主的所有権の性格強化の方向で改編をここ

ろみている。

明治民法との中間において，ボアソナードは，かな

りよく日本の土地制度を詳知しつつ，…これを旧民法

に実現した。賃借権を物権化したこと，永小作につき

特別法をも設けるべきものとしたことなどである。こ

のことが旧民法〔ボアソナード民法〕反対の一理由と

なった。

土地所有の近代化の問題は，要するに封建制の一掃，

「農民の肩から封建の重荷をとりのぞいてやる」ことが

なされたか否かの問題である。地租改正時期にとられ

た政策は，農民を重い貢租を主とする誅求からも，ま

た土地自体からも，基本的に解放せず，ただ地主に対

して高率小作料徴収の保証を与えた。…このような政

策のもとにうちたてられた地券的土地所有は，封建制

の一掃による近代的土地所有とは何としてもいえない

であろう。結局において，日本では，明治の中期ある

いは若干その後にうちたてられた法体制〔明治民法〕

が全体として土地所有権の前近代性を法的に維持固定

したのである。

明らかに，福島も石井と同様，ボアソナード
民法を破棄して公布，施行された明治民法は，
「水本‐渡辺説」の言う「近代的土地所有権」
を導いた法体系ではないと認識しているが，す
でに福島は 1958年刊行の『講座　日本近代法
発達史』第 1巻　財産法（法体制準備期）17)で，
地租改正後の土地所有の性格について，この「前
近代的土地所有権」論と同様の説明を行なって
いる。
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18） ただし，この第 601 条によって賃貸借権が所有
権に対して劣弱な権利しか持たないと規定さ

かくて，地租改正を通じて作り出された農民的土地

所有権は，一面にはブルジョア的近代的所有権の契機

をはらみつつ，他面にはなお封建的負担を伴い，両者

の絡み合う矛盾の中にあった。ただし，財産法の構造

としては，前者が強調されるべきであり，一応近代的

所有権の制度により律しうるしまた律しなければなら

ぬものとなった。この近代法形態の下に，他のメカニ

ズムにより縛られた実質上不自由な土地所有が包括さ

れたのである。

ここで福島が言っている「他のメカニズムに
より縛られた実質上不自由な土地所有」とは，
地租改正の検査例第二則において，収穫の取り
分が国家権力（地租）34％，地主 34％，小作
人 32％とされ，小作人に不利な分配となって
いる事態をさすのであろう。
したがって，地租改正は，財産法として見た

場合は一応近代的な体裁を整えてはいるが，小
作人はもとより，自作農も高率地租を負担する
ことによって没落し，「自営農民の創出をむし
ろ阻害」する土地政策に他ならず，必ずしもブ
ルジョア的な性格を持つものではない。そして
地租改正が寄生地主的土地所有を促進し，近代
的法体系ではない明治民法によって定着させら
れたとみるのである。

Ⅲ　民法における賃借権

石井によって，所有権が賃借権に優越してこ
とをもって半封建的（「水本‐渡辺説」によれ
ば前近代的）とされる明治民法の賃貸借規定は
以下のような条文である。

第 601条　賃貸借ハ當事者ノ一方カ相手方ニ或物ノ使

用及ヒ収益ヲ為サシムルコトヲ約シ相手方カ之ニ其賃

金ヲ拂フコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス

この明治民法は，2004年の民法の現代文表
記によって次のように表現を変えたが，内容的
には変化がない。つまり明治民法第 601条は，

表現を変えて現行民法となっている。

第 601条　賃貸借は，当事者の一方がある物の使用及

び収益を相手方にさせることを約し，相手方がこれに

対してその賃料を支払うことを約することによって，

その効力を生ずる。

また改正民法では，次のようになる。

第 601条　賃貸借は，当事者の一方がある物の使用及

び収益を相手方にさせることを約し，相手方がこれに

対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を

契約が終了したときに返還することを約することに

よって，その効力を生ずる。

ここでいう賃貸借の範囲に，農地をめぐる賃
貸借である地主小作契約が含まれる。そして，
この 601条は民法では債権の部に入っている。
債権とは，財産権の一種であり，債権者（たと
えば地主）が債務者（小作人）に対して一定の
給付（小作料）を請求し，これを実行させるこ
とを内容とする権利をいう。
また民法では債権に対して物権がある。物権
とは，他人の行為を介することなく直接目的物
を支配して利益を享受する権利であり，所有権，
地上権，永小作権等がある。つまり，地租改正
によって法認された土地所有権は物権であり，
土地の所有者はその土地を他人の介入を受ける
ことなく自由に支配することができるのに対し
て，小作権は債権であるから，土地から利益を
享受するのは小作人ではなく，あくまでも地主
なのである。
したがって，物権である土地所有権に比して
債権である小作権しか持たない小作人の権利は
当然にも弱い。法律学でいう「売買は賃借を破
る」というわけである。そしてこの法律がある
限りは，賃貸借人である小作人は，地主に対し
て法律的には弱い立場に置かれざるを得ない 18)。
石井や水本が主張するように，この 601条は，
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系日本史 3）Ⅳ　近代・現代　序章　近代的土
地所有の概観と特質（坂根嘉弘筆）。

20) 法務大臣官房司法法制調査部編『フランス民法
典－物権・債権関係』，178 頁。

21) 神戸大学外国法研究会編『仏蘭西民法典』（有
斐閣，1956 年）。同書は，1941 年発刊の旧版
を加筆して刊行したものである。

れているとはいえ，民法は別に第 605 条を置い
て賃借権を登記すれば物権に対抗できるとい
う条文がある。

 第 605 条　不動産の賃貸借は、これを登記した
ときは、その後その不動産について物権を取得
した者に対しても、その効力を生ずる。

 改正民法では，次のようになる。
 第 605 条　不動産の賃貸借は，これを登記した

ときは，その不動産について物権を取得した者
その他の第三者に対抗することができる。

 この条文が入れられた際に，当時の民法典の
編纂者は，小作人は登記をすることを当然のよ
うに予想していたらしいが（川口由彦『日本近
代法制史』第 2 版（新世社，2014 年，424 頁），
実際には，賃貸人に登記義務がなく，同法は
空文化した（加藤一郎『農業法』（法律学全集
50），有斐閣，97 頁）。

 この第 605 条に関して，渡辺はこの条文の起草
者が賃借権の対抗力を承認すべきだと考えた
ことは疑えないが，その対抗力とは渡辺が（そ
して水本も）主張する「第三者対抗力」ではな
く，あくまでも慣習であり，当時の温情的地主
小作関係を前提とする限り，冷酷に小作人を追
い出すことは通常考えられないことであった。
渡辺によれば，こうした地主の温情的配慮，あ
るいは慣行はあくまでも封建的（ゲヴェーレ）
な性格によるものであり，近代的土地所有権の
条件としての第三者対抗力ではないとされる
（渡辺『土地・建物の法律制度（上）』，120 頁）。

19) 渡辺尚史・五味文彦編『土地所有史』（新　体

民法の編成としては「物権」ではなく「債権」
として構成されている。債権であるからこそ第
三者対抗力がなく小作人は地主に対して法律上
弱者たらざるをえないのであるが，日本農業史・
農政史研究者である坂根嘉弘は，このような考
え方を明白に否定する。

一八九八（明治三十一）年施行の明治民法は，賃借

権を債権に規定した。旧民法〔ボアソナード民法〕が

賃借権を物権としていたこともあり，明治民法の賃借

権構成に「半封建的」「前近代的」などの特質を見る見

解もあるが，まちがいである。賃借権の債権的構成は

近代民法の通例の形態である。ただ，「村」的規範を超

えて地主が法的手段に訴えたとき，あるいは小作側が

そのような規範を変更しようとするとき，なにかと小

作側は不利であった。民法に対する特別法が要請され

たゆえんである 19)。

このように，坂根は，土地賃借権が債権構成
であることを論拠にした「半封建的土地所有」
「前近代的土地所有」を明白に否定し，賃借権
の債権構成は近代民法の通例であると断定して
いるが，実際はどうか。また日本以外の民法は
土地の賃貸借をどのように規定しているか。
まず，1981年時のフランス民法典の物権・

債権関係の邦訳 20）は以下のようである。

第 3編　所有権を取得するさまざまな仕方

　第 8章　賃貸借契約

　　第 2節　物の賃貸借

第 1743条　賃貸物の売却　賃借権の第三者対抗力　

（1945年 10月 17日のオルドナンス，1946年 4月 13日

の法律）

①　 賃貸人が賃貸物を売却する場合には，〔その土地の〕

取得者は，公署証書による賃貸借またはその日付

が確定される賃貸借〔契約〕を有する定額小作人，

分益小作人または家屋賃借人を立ち退かせること

ができない。

②　 ただし，〔その土地の〕取得者は，賃貸借契約でそ

の権利が留保されている場合には，非農事財産の

賃借人を立ち退かせることができる。

このように，フランス民法は，賃借権は債権
ではあるが，小作人が公署証書または日付の確
定した契約を結んでいるときは，その賃借権が
第三者対抗力を持つとされている。その場合，
このような第三者対抗力は記載にあるように第
2次大戦後に新たに付加されたのかどうかをみ
るために，戦前の訳文を次にあげる 21）。
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22) 現行ドイツ民法（BGB，2018 年度版）。同条は
1900 年施行のものと同じである。

23) 「近代的土地所有権論」に関する池田恒男の学
説史整理を簡略化して示した矢野達雄による
と，「近代的土地所有論」の展開は，川島武宣『所
有権法の理論』にみられる「商品範疇」として
把握する方法に始まり，イギリス〔土地所有の〕
三分割制度〔地主－農業資本家－借地農業者〕
を資本主義的土地所有の典型とみて，「資本範
疇」において近代的土地所有を把握する水本
浩・渡辺洋三らの「物件化論」が現れ，さらに
これらを媒介する論理を提供する甲斐道太郎
の「プロセスとしての近代化論」，〔水本・渡
辺らの〕イギリス典型論を排し市民革命＝資本
の原蓄段階の論理を重視する戒能通厚・稲本洋
之助・原田純孝らの「物権化論批判論」，さら
に「政治的契機」の導入によって一般理論の再
興をはかる池田恒男の試みという流れになる，
という（石川一三夫他編『日本近代法制史研究
の現状と課題』（弘文堂，2003 年）第 15 章　
土地法史　307 ～ 308 頁）。

 さらに「近代的土地所有権論」批判に関しては，
稲本・原田による諸論文を引用しながら詳細に
論じた，森田修「戦後民法学における「近代」

財産取得法（3）

　第 8章　賃貸借

　　第 2節　物の賃貸借

第 1743条　賃貸人が賃貸物を〔第三者に〕売り渡した

るときと雖も，買主〔第三者〕は公正または正確なる

日付ある証書による賃貸借の耕地賃借人または家屋賃

借人に対し明渡の請求をなすことを得ず。ただし，賃

貸借契約において，賃貸人がこの権利を留保したると

きはこの限りに在らず。

戦後の規定と同様に，おそらく明治民法の起
草者が参照したであろうフランス民法典では，
賃借権には公正証書があるという条件付ではあ
るが，第三者対抗力を認めているのである。次
に，1900年に施行されたドイツ民法 22)はどう
か。

ドイツ民法　債務関係法

第 566条　売買は賃貸借を破らず

賃貸に出された住居が，賃借人への引渡後，賃貸人に

よって第三者に譲渡された場合に，譲受人は賃貸人に

代わって，その所有権の存続する期間に，賃貸借関係

から生じる権利・義務を負担する。

この規定は，住居に対するものであるが，土
地の賃借権にも準用されるので，ドイツにあっ
ても土地の賃借権は債権ではあるが，第三者対
抗力を認めている。つまり，賃貸借の債権構成
は，フランスやドイツなどの大陸法に共通であ
り，条件付ではあるが第三者対抗力を認めてい
る点が明治民法との大きな違いである。
したがって，坂根のように，賃借権の債権構

成は「近代民法の通例」であるから，明治民法
も大陸法と同様に近代的な土地法制であるとす
るのではなく，日本の場合，賃借権の第三者対
抗力がなぜ 1938年の農地調整法まで実質的に
成立しなかったのかを問うべきであろう。言い

換えれば，第三者対抗力の条文化を土地所有権
の近代化の指標にするならば，イギリス，フラ
ンス，ドイツは相当早くから「近代的土地所有
権」すなわち近代的土地法制を確立しており，
日本だけが前近代的な土地法制を戦時期までも
ち続け，1938年の戦時立法たる「農地調整法」
でようやく近代的土地所有権が成立したことに
なってしまう。
また，石井が，「水本‐渡辺説」を「半封建

的土地所有」をバックアップする土地法制とし
て援用する場合，土地用益権の土地所有権への
優位，具体的には，土地用益権が第三者対抗力
を有すること，土地用益権の転貸または譲渡の
自由が保障されていること，土地用益契約の長
期の存続期間の保障されている法的状態（物権
的構成）が近代的土地所有権であり，近代的土
地用益権であるとするが，「水本‐渡辺説」が
イングランド（イギリス）をモデルに主張する
「近代的土地所有権」が，そもそも近代的土地
所有権の典型といえるのかどうかを歴史的に検
証する必要がある 23)。
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－近代的土地所有権斜断－がある（『社会科学
研究』第 48 巻第 4 号，1997 年）。森田の学説
史整理で目を引くのは，原田が『近代土地賃貸
借法研究』（1980 年）で，農地の賃借権を債権
的構成に置くほうが下層農民を法的に圧迫す
ることによって結果的に農民層分解を促進し
て大規模借地経営の経営を安定させて近代化
を促進する，と指摘していることである。こう
した視角は日本の地主的分解とは異質なもの
であるが，近代化の促進作用としては興味深い
観点であろう。

 こうした研究史をみると，「水本‐渡辺説」は，
さまざまな角度から批判を受けていることが
わかる。そのうち経済史の分野から注目すべき
批判はイギリス典型論批判である。おそらく，
日本民法における土地法制の特質は，三和の言
うように，後発資本主義としての日本資本主義
の展開から説明されるべきであろう。

 また矢野は『現状と課題』の第 15 章で，先の
坂根の「半封建的」を間違いと断定している
叙述に触れ，そのような評価は「これまでの学
説史の正当な評価の上に立って書かれたもの
といえるだろうか」と批判している（305 頁）。
この批判をみると，当時の法制史学会では，明
治民法を近代的土地法制であると規定するの
は時期尚早だという評価が一般的であると推
測できる。

24) この点については，青木孝平が「近代的土地所
有権と土地利用権－経済と法の相関理論の構

築のために(2)－」と題する論考（『鈴鹿医療
科学技術大学紀要』4　1997 年所収）で，土地
所有権は，近代法イデオロギーとしては，物権
として自由，絶対性を保障され，これに対して
土地利用権は債権的に構成された賃借権とし
て所有権に従属する地位にとどまるのが原則
であると定義づけている。さらに渡辺のいう賃
借権物権化の 4 条件は，資本主義市場システム
の必然的な所産としての「近代的土地利用権の
法構造」には定礎しえない，と批判しており注
目される。ただ，青木のいう借地農は，資本家
的借地農を指していると見られ，日本の過小農
的小作経営にもこうした批判が適用されるの
かは，もう少し検討が必要であろう。

さらに，「近代的土地所有権」確立の指標とす
る，土地用益権の物権的構成，すなわち，土地
用益権への対第三者対抗力の付与や，土地用益
権の譲渡また転貸の自由の保障，さらには土地
用益契約の長期化といった基準が，土地所有権
の近代化にとって果たして必須の条件なのかど
うか，むしろ土地用益権を債権的構成においた
ほうが近代的といえるのではないかという点に
ついても法理論的な検証が必要ともいえよう 24)。

例えば，明治民法第 605条は，登記を条件と
して第三者対抗力が承認されていた。渡辺はこ
れを江戸時代からの温情的小作関係による慣習
的なもの（ゲヴェーレ的）と評価するが(脚注
18)，果たしてそのような評価が妥当なのかど
うか。さらに，そもそも土地用益権の土地所有
権への優越が実現されていない法的状態が「半
封建的」土地法制と規定できるのかという点も
法律論からの検討が必要である。(続く)
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